
資料５ 利用料金規定一覧 

 
 相模原市立産業会館の利用料金に係る規定は、「相模原市立産業会館条例」（以下「条例」

という。資料１１－１）及び「相模原市立産業会館条例施行規則」（以下「施行規則という。

資料１１－２）で定められています。 
 
１ 利用料金に係る主な規定 

  利用料金に係る主な規定は、次のとおりです。 
（１）相模原市立産業会館条例（資料１１－１） 

   第７条 利用料金 
   第８条 利用料金の減免 
   第９条 利用料金の不還付 
（２）相模原市立産業会館条例施行規則（資料１１－２） 

   第７条   利用料金の納付時期 
   第７条の２ 利用料金の後納 
   第１０条  承認時間の延長等 
   第１１条  利用料金の減免 
   第１２条  利用料金の還付 
 
 
２ 利用料金の基本的な考え方 

  利用料金の基本的な考え方は、条例第７条で、次のとおり定められています。 
 ① 利用者は利用料金を指定管理者へ納付します。 
 ② 利用料金は、別表で定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めます。

（次ページ３の（１）基本利用料金を参照してください。） 
 ③ 利用料金は、前納です。後納が認められるのは、原則として、国と地方公共団体の

利用に限られます。（施行規則第７条の２を参照してください。） 
 ④ 利用料金は指定管理者の収入となります。 
 
 
  



３ 施設利用料金 

（１）基本利用料金 

区分 １日 

多目的ホール 

平日 31,500円  
土曜日 
日曜日 
休日 

42,000円  

展示室 14,600円  
国際商談室 17,500円  
懇談室 19,100円  
大研修室 19,100円  
小研修室 5,500円  
ＯＡ研修室 10,200円  
多目的室 12,200円  

  ※１ 平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいいます。 
  ※２ 大研修室を区切って使用した場合の基本利用料金は、当該基本利用料金の２分

の１となります。 
（２）加算利用料金 

   利用者が、営利を目的とする販売行為等のために利用する場合や入場料を徴収する

場合には、加算利用料金が生じます。加算率については、次のとおりです。 
  ア 利用者が営利を目的とする販売行為等のために利用する場合 

区分 
１人当たりの入場料等の最高額 

3,000円未満の場合（無料の
場合を含む。）の加算率 

3,000円以上の場合の加算率 

多目的ホール 
150％ 150％ 

展示室 
国際商談室 

120％ 150％ 

懇談室 
大研修室 
小研修室 
ＯＡ研修室 
多目的室 

  イ 利用者が、販売行為等以外のために利用し、入場料等を徴収する場合 
１人当たりの入場料等の最高額 加算率 

1,000円未満  50％ 
1,000円以上 3,000円未満 100％ 
3,000円以上 150％ 

 



（３）延長等に係る利用料金 

   利用時間の延長又は繰上げをする場合の利用料金は、１時間につき、１日の基本料

金の額（ただし、利用料金の加算がある場合には、これを加算した額）に１０パーセ

ントを乗じて得た額とします。この場合において、１時間未満の端数があるときは、

これを１時間をみなします。 
 
 
４ 付属器具等利用料金 

種別 単位 利用料金 
照明設備 １台又は１本１日 6,900円  
音響設備 １式又は１台１日 13,500円  
映像設備 １式１日 13,500円  
同時通訳設備 １式１日 20,400円  
展示設備 １式又は１枚１日 6,900円  
持込器具使用電力量※１ 持込器具の表示消費電力１キロワット１日 750円  

 ※１ 持込器具消費電力量の利用料金を算出する基礎となる持込器具の表示消費電力の

１キロワット未満の端数は、１キロワットとみなします。 
 ※２ 延長等に係る利用料金については、施設利用料金と同様です。 
 
 
５ 利用料金の還付 

  既に納付された利用料金は、条例第９条で還付しないこととなっていますが、施行規

則第１２条の運用により、次のとおり、一部、還付が行われています。 
利用施設 区分 還付額 

多目的ホール 
国際商談室 

 利用日の１８０日前までに利用の取消しを申請

し、指定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 80％ 

 利用日の１７９日前か６０日前までの間に利用の

取消しを申請し、指定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 50％ 

 利用日の５９日前までに利用の取消しを申請し、

指定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 0% 

展示室 
大研修室 
小研修室 
懇談室 
ＯＡ研修室 
多目的室 

 利用日の３０日前までに利用の取消しを申請し、

指定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 80％ 

 利用日の２９日前から７日前までの間に利用の取

消しを申請し、指定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 50％ 

 利用日の６日前までに利用の取消しを申請し、指

定管理者の承認を得たとき。 
既納利用料金 
の 0％ 

 


